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序文 

  独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十一条の規定により、平成20年度

の業務運営に関する計画（独立行政法人海洋研究開発機構平成20年度年度計画、以下、「年

度計画」という。）を定める。 

 

 

 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めに取るべき措置 

 

１ 海洋科学技術に関する基盤的研究開発 

 

（１）重点研究の推進 

 

① 地球環境観測研究 

 太平洋、インド洋、北極海、ユーラシア大陸アジア域等において、研究船、ブイ等の観

測施設・設備を用いて、海底堆積物を含む海洋・陸面・大気の観測を行う。 

 観測データの解析により、熱・水・物質循環過程とそれらの変動についての知見を得る

とともに、海水温の変動や海洋が吸収する二酸化炭素量等地球温暖化の影響を検出し、数

年から数万年の時間スケールでの地球環境変動についての知見を蓄積する。 

 収集した観測データは、適切な品質管理を行い、すみやかに公開して研究、産業利用等

に供する。 

国際的な地球観測計画の策定・実施に貢献する。 

 

(イ)気候変動観測研究 

 海洋上層を広域・継続的に観測する観測システムを開発して、海洋を主体とする数年〜

数10年規模の気候変動のメカニズムの解明研究を行う。具体的には、 

a. 西太平洋の熱帯域と東部熱帯インド洋（10°N〜10°S、90°E〜160°Eの海域）に設置

する海面係留ブイネットワーク及び主に北西太平洋に投入する自動昇降型漂流ブイ

（Argoフロート）からなる総合観測システムにより、海洋上層の水温・塩分を広域的・

リアルタイム・継続的に測定する。 

b. 「エルニーニョ・南方振動」の予測精度を高め、「北太平洋10年規模変動」、「イン

ド洋双極変動」等の仮説検証の基礎となる観測データの解析を行う。 

c. 観測システムを国内外の関係機関と連携して展開する。 

 

（ロ）水循環観測研究 

アジア・太平洋域の海洋・陸面の熱源域・冷源域等において、日変化から経年変動に至

る時間スケールで海洋・陸面・大気を観測して、水循環についての知見を蓄積し、その物

理過程の解明研究を行う。観測データを気候モデルの開発、水循環予測の検証等に供する。

平成20年度は、特に国際極年（IPY）及びアジアモンスーン地域で国際連携（アジアモンス

ーン観測年：AMY、モンスーンアジア水文気候研究計画：MAHASRI）に対応した観測を実施
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するとともに、中期計画最終年度に対応した総合的な解析を実施する。具体的には、 

a. インドネシア多島海及びインドシナ半島を中心とする熱源域において、対流活動と水

循環の時空間変動についての知見を蓄積する。さらに、気候モデルの開発に貢献する

ため、各種レーダーや高層ゾンデ等を用いて、水蒸気量、降水量、同位体組成等を観

測するとともに衛星データを解析し、現象の総合的把握のためのモデルシミュレーシ

ョンを行う。 

b. ユーラシア寒冷圏を中心とする冷源域において、大気・陸面間の水・エネルギー循環

過程についての知見を蓄積するとともに気候モデルの開発に貢献するため、タワー・

流域観測網等を用いて雪氷量、降水量、蒸発量等の観測と衛星データの解析を行う。

また、現象の広域総合的把握のため、モデルシミュレーションを活用するとともに、

IPYに対応し氷河、積雪、同位体観測を充実させる。 

c. パラオ周辺の熱源域において、雲・降水システムの3次元構造と発達過程について、ド

ップラーレーダー、高層ゾンデ、ウインドプロファイラー、GPS、マイクロ波放射計等

を用いた観測網を構築して、風向・風速、水蒸気量、降水量等の観測を推進する。 

 

(ハ)地球温暖化観測研究 

 北極海及び北西太平洋において、海洋の構造と炭素循環等についての観測を実施する。 

a. 国際極年（IPY）最終年度にあたる本年は、海洋地球研究船「みらい」による北極海航

海を実施する。特に、海氷激減海域である太平洋側北極海での総合観測を行い、北極

海環境変動の実態を捉える。また、各国との連携のもとに、北極海において、漂流ブ

イ・砕氷船等により海洋・海氷・気象総合観測を実施し、海氷減尐に対する海洋・大

気との相互作用を調べる。 

b. 北西太平洋において、海洋の化学環境に関連した物質分布を把握するため、船舶及び

係留系を用いた海洋観測を行う。また、「みらい」によって得られたデータを整理し、

時系列観測点での初夏の物質変動の状況を把握する。 

c. 北西太平洋を中心に、海底堆積物により、海洋表層水、中層水の古水温、古塩分変動

を復元する。これら復元データをまとめ、古海洋観測データベースを構築する。第二

期のフィジビリティスタディとして、南太平洋チリ沖にて「みらい」を用いて採泥観

測を実施する。 

 

（ニ）海洋大循環観測研究 

 太平洋を中心として、貯熱量、溶存物質量と表層・深層循環による熱輸送の10年スケー

ルの変化について観測研究を推進する。また、我が国周辺の黒潮及びその続流の様々な時

間スケールにわたる流量・流路や熱輸送等の変動について、水温、塩分の分布や流向・流

速等の観測・解析を実施する。具体的には、 

a. 大洋スケールでの熱、溶存物質と輸送量の1990年以来の変化を見積もるべく、これま

での大洋縦横断観測により蓄積された水温、塩分、化学物質濃度等のデータ及びウェ

ーク深海水路の観測データを用い、海洋全層再解析モデルなどにより統合的な循環解

析を行う。人為起源CO2について、1990年代以降の存在量変化の空間的な違いを明らか

にするとともに、その違いの要因について探る。また、前年度の観測で得られたデー

タの品質管理を行うとともに、海洋地球研究船「みらい」航海で取得した同位体試料
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の分析を行う｡ 

b. 本州南方の黒潮域及び黒潮再循環域でこれまでに得た水温、塩分、流向・流速等のデ

ータを用いて求めた四国南方海域の黒潮通過流量と熱輸送量の時系列を、人工衛星海

面高度計データを用いて拡張する。また、黒潮続流及びその周辺海域での海面係留ブ

イ、観測船、ボランティア船等による海面熱フラックス等の観測を継続し、海面熱交

換量を直接求めるとともに、衛星データから黒潮続流域の広域での海面熱交換量を算

出する手法の妥当性を評価する。 

 

（ホ）海洋・陸面・大気相互作用総合研究 

 地球の気候システムにおけるエネルギーと水の最大の供給源であるインドネシア多島海

（海大陸）周辺域が果たす役割についての解明研究を行う。上記(イ)と(ロ)の課題で得ら

れる観測成果を総合して、「エルニーニョ・南方振動」、「アジア・オーストラリアモン

スーン」等の現象を、様々な時空間スケールでとらえ、それらの相互作用についての解明

研究を進める。水循環観測研究グループと共同でパラオ域の集中観測を実施し、中期計画

最終年度の目標である研究計画を提出する。 

 

② 地球環境予測研究 

気候、水循環、大気組成、生態系、地球温暖化の各要素毎に現象と過程について研究を

行うとともに要素毎のモデル開発を進める。これらをまとめた温暖化・気候変動予測モデ

ル、地球環境システム統合モデル等の開発を進める。 

 

（イ）気候変動予測研究 

a. 季節変動を含む数年スケール及び10年〜数10年スケールの海洋・大気現象を過去の気

候データ等を基に解析する。 

b. 重要な気候変動現象の予測可能性、気候変動が世界各地に及ぼす影響を研究するため、

「地球シミュレータ」を用いて複数の大気海洋結合モデルにより数値実験を行う。 

c. 国際的な連携の下、アジア・太平洋域の気候変動の特徴と予測等についての研究と近

年急速に増大してきた観測データやモデル出力を簡便に利用するための基盤的研究を

行う。特に、今年度からは項目bと関連した予測実験研究をAPEC気候センターと連携し、

基礎的研究と並び応用研究による社会貢献を目指す。 

 

（ロ）水循環変動予測研究 

a. 過去数10年にわたる海洋・地面・植生からの蒸発散、降水、積雪、融雪、河川流出等

の観測データにより、全球スケールでの水循環変動と、それらに関わる陸域の水循環

過程、広域雲・放射過程、大気境界層過程等の物理過程の研究を行う。また、モデル

を用いて、地域から全球の空間スケール、季節変化から経年変動の時間スケールでの

水循環を研究する。 

b. 雲粒、雨滴、雪片の形成とその放射への効果等を取り込み、10km～数10kmの空間スケ

ールを持つ対流雲モデルの開発を進める。 

c. 熱帯林、凍土、半乾燥地域のような特徴的な気候を持つ地域固有の水循環の素過程に

ついての知見を蓄積し、これを基に陸面水循環モデルの開発を進める。 
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（ハ）大気組成変動予測研究 

a. 化学・気候モデルを用いて、オゾン・ブラックカーボンの気候感度について研究を行う。 

b. 化学輸送モデルを用いて、オゾン等の大陸間輸送及びアジアにおける越境輸送などにつ

いて研究する。 

c. 大気モデルに観測データを取り込んだ輸送過程の逆計算を行い、排出・吸収の分布、

濃度変動プロセスを研究する。 

d. これまでに得られた中国における大気化学観測データのモデルによるプロセス解析を行

う。 

e. 都市スケールの化学輸送モデルを開発する。 

 

（ニ）生態系変動予測研究 

a. 地球温暖化、気候変動への海洋生態系の寄与を評価することを目指し、海洋の低次・高次

生態系モデルと海洋の酸性化を視野に入れた炭素循環モデルの開発を進める。 

b. 全球規模での温室効果ガスの変動等への陸域生態系の寄与を評価することを目指し、陸域

でのメタン・亜酸化窒素の発生をも組み込んだ陸域生態系・炭素循環モデルの開発を進め

る。 

c. 全球規模での気候変動が、植生の分布や多様性の変動に及ぼす影響を評価することを目

指し、個体レベルに基づく全球植生変動モデルの開発を進める。 

d. 衛星データ、地上観測データを解析して海洋・陸域の生態系の機能と構造の広域分布

についての知見を蓄積し、その成果をパラメータとしてモデルに取り込むための研究

を行う。さらに、3D－放射伝達モデルや生態系遷移モデルの開発も進める。 

 

（ホ）地球温暖化予測研究 

a. 海洋、大気それぞれ水平格子25 km、100 km程度の解像度の気候モデルによる、地球温

暖化実験結果の解析を行う。 

b. 地域的変化を表現し得る水平格子20 km程度の解像度の大気モデルを用い、得られた数

値実験結果を解析する。 

c. 最終氷期や最適気候期等の古気候を再現する数値実験結果について炭素循環、気候感

度の観点等から解析を行う。 

 

（へ）分野横断型モデル開発及び総合研究 

a. 地球システム統合モデルのパラメータ調整を完了させる。低炭素排シナリオにおいて

エアロゾルが気候に与える影響、揮発性有機炭素の排出が気候に与える影響について

実験を行う。土地利用変化の将来予測モデル改良に取り組む。簡略気候モデルへ陸域

炭素循環モデルを導入する。 

b. 海洋、大気とも水平格子100 km程度の解像度の、海洋・大気・陸面結合気候モデル中

の大気境界層及び積雲対流モデル等の改良を進める。 

c. 全球雲解像モデルについては、現実的な条件のもとで水平格子数kmでの全球実験を実

施し、熱帯擾乱の組織化や台風の発生などの解析を行い、さらに改良を図る。また渦

解像世界海洋循環モデルについては、水平格子10km以下の渦解像実験を実施し、渦と
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海洋大循環の相互作用の解析を行い、さらに改良を図る。 

d. 人工衛星、ブイ等による海洋観測データを基に、モデルを介して相互に矛盾のないデ

ータを作成する4次元データ同化システムの高解像度版を適用して、80年代以降の長期

海洋再解析データセットを作成する。 

 

③ 地球内部ダイナミクス研究 

日本列島周辺海域、西太平洋域を中心に、地震・火山活動の原因となるプレート沈み込

みの過程とその時代変遷がもたらす島弧地殻の進化に関する観測研究・分析研究を実施す

る。一方、仏領ポリネシア域と南ヨーロッパ域での観測研究・分析研究に基づき、白亜紀

超温暖期の原因とされる南太平洋スーパープルームの現在の姿、過去の活動とその地球環

境への影響に関する知見を得る。このため島弧・海溝系における海底地震探査・地球物理

調査、海洋島・深海底における地震・電磁気観測並びに岩石採集・試料分析等を実施する。

得られた結果を取り込み「地球シミュレータ」やアナログ実験装置を用いて、地球中心か

ら表層に至る地球内部の動的挙動(ダイナミクス)に関する要素モデルを開発する。。また、

IODP研究課題の提案に沿って、取り組みを進める。 

 

(イ)地球内部構造研究 

 地震・電磁気観測等に基づき、マントル対流の上昇・下降域に関する研究を行い、マン

トル対流モデルと結びついた地球内部構造モデルの開発を進める。具体的には、 

a. 全地球、西太平洋、日本列島の各スケールで、分解能の異なるマントルの地震波速度

分布モデル等を開発するため、観測等により得られた地震波データを用い、3次元構造

解析を行う。今年度は特にOBS観測波形から走時を測定してトモグラフィーを行い、海

底下マントル構造の精度を向上させる。 

b. マントル下降流の温度分布等に関する知見を蓄積するため、西太平洋域において広帯

域海底地震計、海底電位磁力計を用いて地震・電磁気観測を行う。 

c. マントル上昇流とホットスポット火山とのつながりに関する知見を蓄積するため、ポ

リネシア地域における３次元マントル構造推定を行う。得られたマントル構造モデル

を用いた対流計算により海底地形を推定し、ホットスポット海膨の成因を推定する。 

d. マントル・コア対流に上部・下部マントル境界及びマントル・コアの境界が果たす役

割に関する知見を得るため、数値実験と室内実験を行う。具体的には、コア対流につ

いては金属ガリウムの熱対流実験により、コア対流の乱流状態と地球磁場の関係を調

べ、ダイナモ作用の数値シミュレーションと地球磁場変動の観測から、コアの乱流状

態を特定する。一方、マントル対流については、大陸の対流パターンへの影響を評価

するために、３次元球殻マントル対流のシミュレーションを高精度で実施する。 

 

 (ロ)地球内部物質循環研究 

 プレート沈み込み・マントル深部物質上昇等による地球内部の物質移動についての知見

を蓄積するため、地球深部起源マグマの化学的・岩石学的解析、地球内部の超高圧下での

物性実験等を行う。具体的には、 

a. 島弧の進化過程・大陸地殻の形成過程におけるマグマ活動の役割についての知見を蓄

積するため、島弧地殻の発達程度が異なるサンギヘ弧、伊豆マリアナ弧、東北日本弧
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等のプレート沈み込み帯の火山岩等を採取し、地球化学的・岩石学的解析を行う。 

b. 深さ2,900 kmまでのマントルの化学的特徴についての知見を蓄積するため、南太平

洋・南大西洋域のホットスポット火山について、地球化学的・岩石学的解析を行う。 

c. ダイナミクスを規定する内部物質の物性についての知見を蓄積するため、地球中心核

条件の再現と相関係の決定及び、全マントル領域での弾性波測定実験法の開発を進め

る。 

 

（ハ）プレート挙動解析研究 

プレートの運動による海溝型地震や地殻変動等の動的過程を理解するため、プレート沈

み込み帯の構造を探査する。この結果とプレート境界域の物質研究等に基づき地殻活動モ

デルの開発を進める。具体的には、 

a. 制御震源を用いた反射法や屈折法構造調査等により、南海トラフにおける巨大地震発

生過程を規定する構造要因の抽出及び伊豆小笠原弧域等のプレート沈み込みに関わる

知見を蓄積する。 

b. 四万十帯に見られる巨大地震断層の調査、得られた断層試料の詳細観察と摩擦滑り実

験等に基づき、巨大地震の熱発生を伴う動的過程を推定する。また、アナログモデル

実験に基づき、断層滑りや地震発生に関する知見を得る。 

c. a 及びb の結果を統合して、「地球シミュレータ」を用いて巨大地震の発生過程を含

むプレート挙動に関する数値実験を行う。 

d. 制御震源を用いた反射法や屈折法構造調査データの処理解析精度を向上させる新たな

手法の開発及び統合データベースの開発を進める。 

 

（ニ）海洋底ダイナミクス研究 

 地震、津波と関連する海底変動、海底下深部からの物質や熱の挙動及び循環等、さらに、

島弧・海洋地殻の成長過程を把握するために、観測研究を行う。具体的には、 

a. 断層活動、地殻内流体移動の把握に適した現場環境下で、深海底長期現場観測、掘削

孔内観測、試料採取等による研究を行う。20年度はサイドスキャン・現場化学センサ

ー開発等と合わせて断層運動と流体移動の関連を取りまとめる。 

b. 南海トラフ、台湾チェルンプ断層等において、熱・歪み・物性の測定等の掘削研究を

行う。20年度は南海掘削ステージ１の結果の取りまとめを行いつつ、引き続き航海に

参加する。 

c. 島弧海溝系、マントル上昇域において、海底地形、重力、地磁気等の地球物理的観測、

試料採取・解析等を行う。20年度は島弧・海洋地殻の成長過程に関する成果を取りま

とめる。 

 

（ホ）地球古環境変動研究 

地球内部、表層環境及び生命圏が一体となった変動に関する知見を蓄積するため、地層

記録解析と現在の堆積過程の観測等を行い、地球環境の過去の変遷過程を研究する。具体

的には、 

a. 氷期/間氷期古海洋、大陸縁辺古海洋、無酸素古海洋等の特徴的、代表的な古環境下で

堆積した地層を解析する。 
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b. 氷期/間氷期古海洋、大陸縁辺古海洋、無酸素古海洋と類似した環境の海域における現

行堆積過程の観測を行い、地下圏を含む生物が関与する堆積・物質循環システムを研

究するとともに、生物遺骸等の過去の環境をあらわす指標を新たに提案する。 

c. a 及びb の成果に基づいて地球古環境の変遷過程のモデル化を進める。 

 

（へ）地球内部試料データ分析解析研究 

 地球内部ダイナミクス研究に必要となる分析解析手法の開発及びデータベースの開発を

進める。具体的には、 

a. 太平洋域の地震・地球電磁気・測地学的観測点を活用し、得られたデータからデータ

ベースの開発を進める。「地球シミュレータ」を用いた計算によって得られる周期5

秒以上の地震波形の記録に基づいてデータ解析手法の開発を進める。 

b. マントル上昇流の発生深度に関する知見を得るため、海台地域等で採取された岩石中

の元素濃度等を、地球化学的手法を用いて解析する。また、鉱物粒子単位の極微量元

素分析法等の開発を進める。 

c. 堆積岩、生物源試料に記録された地球環境変遷に関する温度、年代等のデータを得る

ため、化合物レベルの同位体分析法等の開発を進める。 

 

④ 海洋・極限環境生物研究 

 研究船、海底観測システム等により、海洋中・深層、海底の熱水域・冷湧水帯、深海底、

海底地殻内等で生物の探索、特徴的な生態系の調査を行う。これらの成果と実験、シミュ

レーションにより、生物の機能、環境と生物の相互関係、生物の多様性と進化についての

研究を行う。 

 さらに、生物機能を利用した有用物質生産等の産業応用を推進する。 

 

（イ）海洋生態・環境研究 

a. 海洋生物進化研究 

  化学合成生物群集等における共生関係を対象に、海洋環境への生物の適応機能を例証

して、共生が生物進化に与えた影響に関する知見を蓄積するため、共生生物のゲノムの

解析等を行い、環境への適応を検証する。また、異なる複数の無脊椎動物と微生物の共

生関係を解析する。特に、シロウリガイ共生細菌のゲノム解析の結果を踏まえて、遺伝

子発現解析を行う。 

b. 海洋生態系変動研究 

  海洋生態系において深海生態系が果たす役割の理解を目指し、中・深層以深の深海生

態系における生物生産、食物連鎖、物質循環に関する知見を蓄積するため、試料採取・

解析等を行う。特に、熱水噴出孔や冷湧水域等の環境が生物群集構造に及ぼす影響を評

価するため、生物群集中の生物種・生物量等を調査・解析する。具体的には、化学合成

生物群集の研究では、現場実験で取得した成長計測・食物連鎖に関する試料の分析を行

う。また、中・深層プランクトン研究では、海洋地球研究船「みらい」航海において物

質循環研究の時系列観測と連携した観測を行う。 

   

(ロ)極限環境生物展開研究 
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 深海底等の極限環境が生物に与える影響と生物の機能解明を目指し、極限環境生物の探

索・調査、現場環境を再現した実験、ゲノム解析、物理化学的解析等による研究を行う。

特に、地下生命圏の生態系を探索するため、地球深部探査船「ちきゅう」により採取され

たコアサンプル等についてメタゲノム解析を行い、得られた結果を元にデータベースを構

築する。さらに極限環境生物の環境適応、生物機能予測等の研究を行う。 

 また、これらの成果を基にした産業応用等のため、極限環境生物を利用した有用酵素の

生産等についての研究開発を行う。 

       

（ハ）地殻内微生物研究 

 地殻内の微生物の生息環境・種類・量についての知見を蓄積するため、深海底熱水域、

プレート沈み込み帯等の活動的地殻内環境で微生物等の探索・調査を行う。特に地球深部

探査船「ちきゅう」により採取されたコアサンプルについて、新規微生物資源・遺伝子資

源の探索を行う。 

 

 

（２）重点開発の推進 

 

① 海洋に関する基盤技術開発 

 地球環境観測研究、地球内部ダイナミクス研究等の推進のため、また、第３期科学技術

基本計画において国家基幹技術に位置付けられた「大深度高機能無人機技術」及び「次世

代型巡航探査機技術」の開発の基礎として、高機能の海底探査機及び自律型探査機並びに

先進的な基盤技術の研究開発を進めるとともに、同じく、地球環境観測研究、地球内部ダ

イナミクス研究等の推進のため、海底観測システム等の技術開発を進める。 

（イ）高機能海底探査機技術開発 

 大水深において高度な調査観測等が可能な無人探査機の実現のため、以下の要素技術開

発を進める。 

a. 大水深の海中・海底で作業するために必要不可欠な大深度高強度軽量ケーブルの技術

開発を進める。 

b. 大水深において潜航するための技術として、現在製造不可能な大水深での使用に耐え

うる高強度浮力材の技術開発を進める。 

c. 高圧下の大水深においても大容量のデータ伝送を可能とする高速光通信システムの技

術開発を進める。 

 

（ロ）自律型無人探査機技術開発 

 長時間・長距離を自動航走できる無人探査機の開発を実現するため、次世代動力システ

ム、高精度位置検出装置、制御システム、水中通信技術、精密観測技術、機体構造等の要

素技術開発を進める。 

 

（ハ）総合海底観測ネットワークシステム技術開発 

 プレート境界域における地震等の地殻変動及び深層流・地下水等の深海底環境変動を海

中・海底において広域にわたり観測するため、ケーブルで結んだ多数のセンサーからなる



9 

 

リアルタイム長期総合海底観測システムの研究開発を推進する。具体的には、将来の海底

ネットワーク基盤技術となりうるケーブル給電技術、データ伝送技術、同期技術等及びシ

ステムに接続するセンサー類の開発を引き続き進め、性能評価を行う。 

 掘削孔を利用し、長期間継続して海底地殻を観測する独立型システムの開発を進める。 

 

（ニ）先進的海洋技術研究開発 

 情報通信、材料等の先端技術を取り入れて先進的な基盤技術の研究開発を進める。具体

的には、 

a. 探査機の軽量化により、多くの観測機器の搭載、大量の試料採取を可能にするため、

チタン合金に対して比強度の高い新素材の研究開発を進める。 

b. 深海の現場環境において試料採取を行わず、直接 pH測定等が可能になるセンサーの研

究開発を進める。 

c. 水中動力源としての燃料電池、水中音響技術、慣性航法装置、人工衛星通信システム

等について先進的な研究開発を進める。 

 

② シミュレーション研究開発 

 地球環境予測研究、地球内部ダイナミクス研究等の推進のため、「地球シミュレータ」

用プログラム開発及びデータ処理技術等の開発を進める。 

 

（イ）計算地球科学研究開発                    

 海洋・大気変動のシミュレーションを実現するための研究開発を行い、エルニーニョ、

黒潮蛇行等の海洋・大気の現象を「地球シミュレータ」上で精緻に再現し，世界水準の大

気海洋シミュレーション研究が行える，全球海洋大循環プログラム、全球大気大循環プロ

グラム、全球大気海洋結合プログラムを確立させる。 

 コア・マントルの地磁気変動、地殻変動、更に地球規模の地球内部研究を推進するため、

全球規模のコア・マントル変動、プレート運動及び日本列島域の地震破壊過程の再現に必

要なシミュレーションプログラムを開発する。 

 

（ロ）シミュレーション高度化研究開発                 

a. 大規模なデータファイルから任意に特定の領域を切り出すデータ処理技術、リアルタ

イムに近い形で可視化する超高速画像処理技術、３次元仮想現実可視化処理等の高度

可視化技術を確立し、統合的可視化環境を構築する。 

b. 非静力学・全球・領域・局所結合シミュレーションが、日本領域から都市などの局所

規模までの事象を明らかにし、台風などによる災害の軽減、都市設計などに具体的提

言を行うに足るものであることを調査する。 

c. 民間企業等との連携を深めるとともに、得られた成果に基づき特許の共同出願を目指

す。 

 

（ハ）連結階層シミュレーション研究開発                             

 システムとしての地球等、多様な階層からなる系について、階層間連結手法を系統的に

整理し、そのダイナミクスを第一原理に基づいて計算することができる連結階層シミュレ
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ーションの一般的な枠組みを確立する。様々な産業・科学・技術分野における連結階層シ

ミュレーションの応用研究を内外の研究者と協力して推進する。 

 

 

（３）研究開発の多様な取り組み 

 

① 独創的・萌芽的な研究開発の推進 

 独創的な次期プロジェクトの萌芽となることをめざす研究開発を、競争的な環境の下に

推進する。 

 

② 共同研究及び研究協力の推進 

 国内外の大学、企業、研究機関等との連携により有益な成果が期待できる場合に共同研

究等を積極的に実施する。また、国際研究開発プログラム等に積極的に応募・参加・貢献

する。国際北極圏研究センター（IARC）、国際太平洋研究センター（IPRC）で地球環境観測

研究、地球変動予測研究を行う。 

 海外の主要な海洋研究機関等と研究協力協定を結ぶ等、国際的な研究協力・交流を積極

的に進める。 

 

③ 統合国際深海掘削計画（IODP）の推進 

  統合国際深海掘削計画（IODP）は、地球環境変動、地球内部ダイナミクス、海底地殻内

微生物等の研究を飛躍的に推進するため、文部科学省と米国科学財団の主導の下、平成15

年から開始された国際的な科学掘削計画である。研究提案に基づき掘削計画を作成し、ラ

イザー掘削が可能な我が国の地球深部探査船「ちきゅう」と米国のライザーレス掘削船を

中心に海底地殻を掘削し、掘削で得られる地殻コアの解析、掘削孔を利用した計測等によ

り、これまで得られなかった地殻内部のデータを取得し、地球科学、生命科学等の多様な

分野で画期的な研究成果を上げることが期待されている。 

 機構は、 統合国際深海掘削計画（IODP）に研究課題を積極的に提案し、また、地球深部

探査船「ちきゅう」を用いて地球内部ダイナミクス、地殻内微生物についての研究を行う

体制を整備する。機構は、統合国際深海掘削計画(IODP)に参画するとともに我が国の対応

計画であるところの深海地球ドリリング計画等を推進し、IODPに寄与する。 

 中期計画の最終年として、特に以下の事項について留意して成果をあげる。 

- IODPの成果と業績の向上に貢献する国内外の関係機関との連携、情報交換、協議・

調整 

- 国内研究者（技術者）の IODP における活動の積極的支援と、これによる我が国の

プレゼンスとポテンシャルの向上への貢献 

- 国内研究者の IODPへの科学提案の作成のための支援 

- 「ちきゅう」の円滑な運用に向けた関係機関との調整 

- 関係各界ならびに国民一般の理解と支持を得るための活動 
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④ 外部資金による研究の推進 

 文部科学省等の政府機関、日本学術振興会、科学技術振興機構等の独立行政法人、公益

法人等が実施する公募型研究に研究課題の提案を積極的に行う。 

 海洋科学技術に関わる広範な研究開発について、国、民間企業等から受託を積極的に受

ける。 

  また、文部科学省策定の研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実

施基準）に対応して制定した「競争的資金等における研究資金の管理等に関する規程」を

遵守し、また策定した「不正防止計画」の確実な履行を図ることにより、競争的資金等の

研究資金の適正な執行を確保するとともに、研究資金の不正使用を防止する。 

 

 

２ 研究開発成果の普及及び成果活用の促進 

 

（１）研究開発成果の情報発信 

 研究開発の成果を基に論文を年間 270報以上発表する。研究開発の水準を一定以上に保

つため、査読論文の割合を 7割以上とする。  

 得られた成果を積極的に社会へ情報発信するため、国際シンポジウム、研究成果発表会

等を開催する。 

 地震、津波による災害の軽減に資するため、ケーブル式総合海底観測システムの観測デ

ータを気象庁等に配信する。 

 

（２）普及広報活動 

 広報誌、インターネットホームページ、施設公開、プレス発表等を積極的に行う。速報

性を有する情報を掲載したメールマガジンを年24回、また、研究成果等の詳細情報を掲載

した広報誌(年12回)および情報誌(年6回)を発行する。施設・設備の公開で見学者を1年あ

たり22,000人以上受け入れる。ホームページを週1回以上更新し、年間アクセス450万件以

上の閲覧を確保する。また、科学館等と連携して、セミナー等を行い、広く学習機会の提

供に努める。 

 機構の他の業務に支障を来たさない範囲で、緊急の深海探索等の社会への直接貢献を行

うことにより、研究開発成果の普及と活用の促進を図る。 

 

（３）研究開発成果の権利化及び適切な管理 

 知的財産の質を確保しつつ増大させることに努め、市場性の調査等を踏まえ、研究開発

成果の情報の管理及び権利化（特許出願等）に積極的に取り組む。取得特許、プログラム

著作権等についても一定期間毎にその実施可能性を検証し、維持の必要性を見直す等効率

的な維持管理を行うとともに民間企業等への技術移転に積極的に取り組む。 

経済社会活動の発展や国民生活の質の向上を目指し、具体的には、深海底をはじめとす

る極限環境から得られた微生物の菌株・DNA 等の貴重なバイオリソースの保存・管理を行

い、適切な取り決めの下、提供する。 

 また、機構の有する研究開発成果の産業応用を目指し、様々な分野において民間企業と

共同で研究開発等を行うため、民間企業と共同研究を行う。 
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３ 学術研究に関する船舶の運航等の協力 

 研究船「白鳳丸」、「淡青丸」の運航等を行い、大学及び大学共同利用機関における海

洋に関する学術研究に関し協力を行う。具体的には、 

a. 東京大学海洋研究所と緊密に連携協力を図り、学術研究の特性に配慮して運航計画を

作成する。 

b. 適切な運航体制の下、既存の研究船と連携した効果的な運用を図るとともに、運航管

理の外注、研究設備の共有等により、上記運航計画に基づいて研究船を効率的に運航

する。 

 

 

４ 科学技術に関する研究開発または学術研究を行う者への施設・設備の供用 

 施設・設備を整備し、自ら有効に活用するとともに、基準を定めて外部研究者等の利用

に供する。 

 

（１）研究船、深海調査システム等の試験研究施設・設備の供用 

 研究船「みらい」、「かいれい」、「よこすか」、「かいよう」、「なつしま」、有人及び無人深

海調査システム、プール等の試験研究施設・設備を整備し、効率的に運用して、研究開発

等を行う者の利用に供する。  

 船舶等の安全かつ円滑な運航を促進するため、技術開発部門と運用部門の連携を一層充

実させるとともに、計画的な整備・保守を行うための検討を行う。 

 

（２）「地球シミュレータ」の供用 

 「地球シミュレータ」を効率的に運用して、研究開発及び産業利用等を行う者の利用に

供するため、外部利用者の利便性を向上させ、幅広い利用の促進を図る。また、シミュレ

ーション研究開発の進展とともに増大する処理要求に対応した処理能力向上のため、「地

球シミュレータ」の更新を行う。 

民間等による「地球シミュレータ」の有償利用については、多様な研究開発・産業分野

の利用ニーズの調査及び利用促進を図るとともに、広く民間企業、大学、公的機関等を対

象とした共同研究の推進、利用環境の改善等を行うことにより推進する。 

 

（３）地球深部探査船の供用等 

 統合国際深海掘削計画(IODP)をはじめ地球深部探査船を利用して我が国の海洋科学技術

の発展に寄与するため、世界初の科学ライザー掘削船である地球深部探査船「ちきゅう」

の運用等を行う。具体的には、 

 

a. 熊野灘における地球深部探査船「ちきゅう」による統合国際深海掘削計画(IODP)によ

る２年目の国際運用を通じて、安全・効率的な科学掘削等の技術の蓄積を図る。 

b. 第３期科学技術基本計画において国家基幹技術に位置付けられた「深海底ライザー掘

削技術」の開発として、地球深部探査船「ちきゅう」の運用を通じてライザー掘削等
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の技術の蓄積を図るとともに、より深い深度への掘削を行うために必要な技術開発を

行う。 

c. 機構の適切な指揮及び管理の下に運用を外部へ委託する等、徹底した経費の効率化を

図りつつ、深海掘削技術の「日本化」を図るための運用組織・体制を整備するととも

に、技術者等の育成を行う。 

d. 安全な掘削を行うため、掘削予定海域の事前調査を行う。 

e. 高知コアセンターを高知大学と共同で運営するとともに、地球深部探査船「ちきゅう」

による掘削コア及び既存の西太平洋、インド洋の IODP コア等の管理・提供に関して

適切な実施を行う。 

f. 「ちきゅう」船上等の研究設備・システムについて、研究者（外部乗船者）の要望や

希望をできるだけ取り込み、国際レベルの“浮かぶ研究所”の機能を高める。「ちきゅ

う」から得たデータ等に係る研究用データベースを維持・発展させるとともに、それ

らデータを適切に管理し、円滑に提供する。 

 

 

５ 研究者及び技術者の養成と資質の向上 

 研究者等を国内外の研究機関、大学等に一定期間派遣し、在外研究等を行わせる。他の

研究機関からの研究員を積極的に受け入れる。 

 独立行政法人日本学術振興会等の流動研究員制度や連携大学院制度を活用し、博士号を

取得した若手研究者や大学院生を積極的に受け入れ、機構の研究活動に参加させることに

より、将来の研究人材の育成に資するとともに、機構の研究活性化を図る。 

産業界等と研究者・技術者の人材交流を積極的に行う。機構が有する潜水技術を活用し、

主として警察、消防等の公的機関の職員を対象に潜水従事者の研修を行う。人材養成のた

めの講師派遣等に積極的に応ずる。 

 船上・陸上で研究支援を行う技術員の養成及び技術の向上を図ることを目的とし、機構

で培った技術を次世代に伝え、それをさらに磨き上げ、発展させる総合研修制度を立ち上

げる。 

 「ちきゅう」乗船者のために、独自のヘリコプター水中脱出訓練を行いその安全確保に

努める。 

 

 

６ 情報及び資料の収集・整理・保管・提供 

 海洋科学技術に関する情報及び資料を広く収集し、図書館機能の充実、ウェブページに

よる情報発信等を行う。 

機構の研究開発で得られた多様なデータの品質評価・管理を行い、統合的な解析処理を

行うためのデータベースの開発、データ公開・提供を進める。特に、全球地球観測システ

ム（GEOSS）の枠組みのもとで、利用者のニーズに対応しつつ幅広い利用が促進されるよう、

統合・解析されたデータの公開・提供を推進する。さらに機構の調査観測で得られた堆積

物コアサンプル、岩石サンプルについては、サンプルの保管管理、提供を開始する。 

また、国際海洋環境情報センター（GODAC）において、既存のデータの収集・整理・保

管・提供に加え、生物に関連したデータベースの充実を図る。 
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７ 評価の実施 

 柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境の実現や経営資源の重点的・効率的配分に資す

るため、外部の専門家等の評価者により事前・事後に研究課題評価を実施する。また、外

部の有識者等により、機構の運営全般について評価を実施する。 

 評価結果は公表するとともに、研究開発組織や施設・設備の改廃等を含めた予算・人材

等の資源配分に反映させる等、研究開発活動等の活性化・効率化に積極的に活用する。 

 

 

８ 情報公開 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第145号）に則り、積

極的に情報提供に努める。 

 

 

 

Ⅱ 業務の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 

  

１ 組織の編成及び運営 

  

（１）組織の編成 

a. 理事長の意思を適確に反映し経営企画機能を担う組織を構築し、機構の経営や研究戦

略の策定、人的資源を含めた要求や配分の総合調整を行う。 

b. 国内外の研究機関や大学、産業界等の連携、協力を積極的に行うための組織構築を行

う。 

c. 事務の重複や非効率な業務を排除し、機動的・効率的業務を行うため、柔軟な組織・

体制の構築を行う。 

d. 業務遂行における安全性と信頼性を確保するための組織構築を行う。 

 

（２）組織の運営 

a. 理事長のリーダーシップの下、意志決定の迅速化を図るため、権限と責任を明確にし

た組織運営を行う。 

b. 各部署において迅速な意志決定と柔軟な対応を実現するために、各部署への権限委譲

を推進する。 

c. 業務全般を見直し、可能かつ適切な業務については、外部委託を着実に実施する。 

d. 専門的な職務に従事する職種におけるキャリアパスを確立し、適材適所の人員配置の

推進及び職員の能力活用を実現するために複線型人事管理制度を構築する。 

e. 多くの優秀な人材が長く機構で働ける環境の実現を図るため、１９年度に構築した「人

材育成基本計画」に従い、多くの優秀な人材を育成していくための各種プログラムを

制定、実施する。 
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２ 業務の効率化 

  

① 機構の業務を効率的に実施するため、各種事務手続きの簡素化・迅速化及び電子化を引

き続き推進し、経費節減や事務の効率化及び合理化を図る。 

② 業務運営全般に係る経費の見直しを行い、その節減に努めるとともに、国において実施

されている行政コストの効率化を踏まえ、中期目標期間中の削減目標である、一般管

理費15％以上（人件費を含む。なお、公租公課を除く）削減のための削減計画の作成

及び体制を構築する。その他の業務経費については、既存事業の徹底した見直しを行

い、業務の効率化を図る。 

 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対象とされた

人件費については、平成22年度までに平成17年度と比較し５％以上削減する。そのた

め、今中期目標期間の最終年度である平成20年度において対象となる人件費について

は、平成17年度において対象となる人件費と比較し、概ね３％以上の削減を図る。た

だし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。 

 国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しとして、中高年層の給与引

き下げ幅を大きくし、年功カーブのフラット化を図り、また、職務内容、経歴、勤務

状況等を勘案し、管理職員手当等の見直しを図る。 

 また、受託事業収入で実施される業務についても業務の効率化を図る。 

③ 特に、地球深部探査船「ちきゅう」の運用に多額の経費を要することから、効率的な運

用体制の構築、外部委託の活用、国際資金の効果的な活用等により、経費の節減を図

るとともに、既存事業の徹底した見直しを行い、業務の効率化を図る。 
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Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む）、収支計画及び資金計画 

 

１ 予算 

 平成20年度 予算 

（単位：百万円）    

区分 金額 

収入  

 運営費交付金 38,431 

 施設費補助金 330 

 事業等収入 4,472 

 受託収入 157 

        計 43,389 

支出  

 一般管理費 1,582 

 （公租公課を除いた一般管理費） 998 

  うち、人件費（管理系） 695 

     物件費 303 

  公租公課 584 

 事業経費 41,320 

  うち、人件費（事業系） 2,517 

     物件費 38,803 

 施設費 330 

 受託経費 157 

        計 43,389 

 

 

[注]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

【人件費相当額の見積り】  

 平成20年度中、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）において削減対

象とされた人件費について、総額6,827百万円を支出する。 

 また、平成20年度中、競争的資金により雇用される任期制職員にかかる人件費について、

総額65百万円を支出する。但し、この額は今後の競争的資金の獲得の状況により増減があ

り得る。 
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２ 収支計画 

 平成20年度 収支計画 

（単位：百万円）    

区別 金額 

費用の部  

 経常費用  

  研究業務費 36,884 

  一般管理費 1,071 

  受託費 1,409 

  減価償却費 2,795 

 財務費用 19 

 臨時損失 0 

収益の部  

 運営費交付金収益 35,854 

 受託収入 1,410 

 その他の収入 3,460 

 資産見返負債戻入 2,133 

 臨時利益 0 

  

純利益 679 

目的積立金取崩額 ‐ 

総利益 679 

[注] 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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３ 資金計画 

 平成20年度 資金計画 

 

（単位：百万円）    

区別 金額 

資金支出  

 業務活動による支出 41,222 

 投資活動による支出 3,269 

 財務活動による支出 958 

 翌年度への繰越金 6,480 

資金収入  

 業務活動による収入  

  運営費交付金による収入 38,431 

  受託収入 1,223 

  その他の収入 3,406 

 投資活動による収入  

  施設整備費による収入 330 

 財務活動による収入 0 

 前年度よりの繰越金 8,541 

 

[注]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 

 

 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

  

 短期借入金の限度額は 59億円とする。短期借入金が想定される事態としては、運営費交

付金の受入れの遅延、受託業務に係る経費の暫時立替等の場合である。 

 

 

 

Ⅴ 重要な財産の処分又は担保の計画 

 

 なし 

 

 

 

Ⅵ 剰余金の使途 

 

 決算において剰余金が生じたときは、重点研究開発その他の研究開発、設備の整備、広

報・情報提供の充実の使途に充てる。 
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Ⅶ その他の業務運営に関する事項 

    

１ 施設・設備に関する計画 

   

 平成20年度に取得・整備する施設・設備は次のとおりである。 

（単位：百万円）    

施設・設備の内容 予定額 財源 

深海調査システムの整備・改良 100 船舶建造費補助金 

研究所用地取得・施設整備 230 施設整備費補助金 

 

 

[注] 金額については見込みである。 

 

 

２ 人事に関する計画 

 

（１）方針 

・業務運営の効率的、効果的推進を図るため、優秀な人材の確保、適切な職員の配置、職

員の資質の向上を図る。 

・研究の活性化、研究者の流動性の向上を図るため、若手研究者については原則として任

期付研究者として採用することとし、また、任期の定めのない職員を採用する場合は、

研究者としての能力が当該職務にふさわしい人材を選考する。 

・適切な処遇に配慮しつつ、国内外から幅広く優れた研究者を確保する。 

・研究の流動性向上を推進する目的で、任期の定めのない研究者及び研究支援者・技術者

について年俸制の導入に取り組む。 

 

（２）人員に係る指標 

 期末の常勤職員数（任期制職員を除く）は、期初を上回らないものとする。 

 

（参考１） 

平成 20年度年度当初の常勤職員数（任期制職員を除く）  327人 

平成 20年度年度末の常勤職員数（任期制職員を除く）の見込み  326人  

 

（参考２） 

 「行政改革の重要方針」（平成 17年 12月 24日閣議決定）において削減対象とされた人

件費にかかる平成 20年度中の人件費総額見込み  6,827百万円 

 

（参考３） 

  競争的資金により雇用される任期制職員にかかる平成 20 年度中の人件費総額見込み  

65百万円 

 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当に相当す



20 

 

る範囲の費用である。 

 

 

３  能力発揮の環境整備に関する事項 

 

 職員の資質向上を図るため、法令・知識の習得のための各種研修制度の充実を図る。職

員が働きやすく自己の能力を最大限発揮できるように、職場環境の整備を推進する。 


